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１．かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む対人業務
（１）同⼀薬局の利⽤推進
（２）対物業務から対人業務への構造的転換
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１．かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む対人業務
（１）同⼀薬局の利⽤推進
（２）対物業務から対人業務への構造的転換
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同⼀薬局の利⽤推進について

4

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬剤服⽤歴管理指導料の点数が低くなる規定について、患者が同じ薬局を繰り返し利⽤することを推進する観
点から、再度の来局の期間を６ヶ⽉から⼀定程度短縮することとしてはどうか。

 中医協総会における指摘事項

○ 再来局の期間が短い⽅が調剤の確認等の負担が軽減されると思われるので、短縮するのであれば評価の⾒直し
も併せて確認すべき。また、集中率の⾼い薬局にますます集中しないよう実効性のあるものとすべき。

○ 再来局期間を短縮するのであれば、患者の来局頻度を分析し、期間を設定するべき。

○ 再来局期間の短縮が、患者にとって同⼀薬局を利⽤するインセンティブになるのか。53点から41点へ減算される
ことがいつもの薬局を利⽤することにつながるのか。

○ お薬手帳を持参した患者の割合が50%以下の薬局は薬剤服⽤歴管理指導料の特例として13点を算定する
が、このような薬局はどの程度存在するのか。その数が多くある場合、この点数について更なる⾒直しが必要ではな
いか。



調剤基本料１の薬
局

調剤基本料１以外
の薬局

（左記によらず）特別養護老
人ホームに訪問して服薬指
導を行う場合

（左記によらず）手帳の活用
実績が少ない場合※

６ヶ月以内
の再度の
来局

手帳あり
41点

53点 41点 13点手帳なし

53点６ヶ月以内
の再度の
来局でない

手帳あり／なし

同⼀薬局の利⽤推進のための対策同⼀薬局の利⽤推進のための対策

※薬剤服⽤歴管理指導料を算定する患者のうち、⼿帳を持参した患者が50%未満

○ 薬局の業務の効率性も考慮しつつ、服薬状況の⼀元的な把握のために、患者が同一の薬局を繰り返し利⽤することを推進する
観点から、薬剤服⽤歴管理指導料は、一定の要件を満たす場合、初回来局時の点数より、２回⽬以降の来局時の点数が低く
設定されている。

○ 薬剤服⽤歴管理指導料の全体の算定回数のうち、約半数が低い点数であった。

薬剤服⽤歴管理指導料の算定状況

項目 点数 算定回数（H30）
算定割合*
（％）

薬剤服⽤歴管理指導料

①6ヶ月以内にお薬手帳を持参して再来局した
患者（調剤基本料１のみ）

①41点 30,368,582 47.77

②①以外の患者 ②53点 32,546,667 51.20

③特別養護⽼⼈ホーム⼊所者 ③41点 656,012 1.03

出典︓社会医療診療⾏為別統計（平成30年６⽉審査分） 5
*薬剤服⽤歴管理指導料の算定回数に対する割合
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○ 薬局を２回以上利⽤する患者の割合は、６ヶ⽉間では約85％、３ヶ月間では約72％、１ヶ月間では約28％
であった。
○ 仮に薬剤服⽤歴管理指導料の点数が低くなる来局期限を３ヶ月に短縮した場合では、約13%の患者について
は当該期間内（３ヶ月内）での来局回数は２回以上から１回になる。

一定期間内における患者の薬局への来局回数の割合

※集計方法
平成30年4⽉に薬局で薬剤服⽤歴管理指導料を算定した患者（12,275人）について、１ヶ月以
内、３ヶ月以内、６ヶ⽉以内に２回以上薬剤服⽤歴管理指導料を算定した患者数を集計

（人）

出典︓NDBデータ（平成30年4月〜９⽉調剤分）より医療課作成

期間別の薬局ののべ訪問回数の割合

13％

57％



手帳持

参あり

76%

手帳持

参なし

24%

○ お薬手帳を持っていくと患者負担が少なくなることを約７割の患者が知っていた。
○ ６ヶ⽉以内に同⼀薬局を再度来局した患者では、７割以上がお薬⼿帳を持参していた。

お薬手帳の活用状況
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薬剤服用歴管理指導料

【薬剤服用歴管理指導料】
１ 原則６月以内に再度処方箋を持参した患者に行った場合 41点
２ １の患者以外の患者に対して行った場合 53点
３ 特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合 41点

注１ １及び２については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を
持参していない患者又は区分番号00の１に掲げる調剤基本料１以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に
掲げる指導等の全てを行った場合は、53点を算定する。

お薬手帳を持っていくと患者負担が少なくなることの認知状況（男⼥別）１） ⼿帳の持参状況（６ヶ⽉以内に同⼀薬局に再度来局
した患者）（平成30年11月のデータ）２）

１） 出典︓診療報酬改定の結果検証に係る特別集計（H29かかりつけ薬剤師調査）
２） 出典︓「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚⽣労働省保険局調査課）特別集計 7
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○ 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局に対する薬剤服用歴管理指導料の区分
を新設する。

（新） 薬剤服用歴管理指導料の特例 １３点

なお、この場合において、薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。

［施設基準］
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。（※）

※ ６月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合（６月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料
の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合）が50％以下である保険薬局

※ 前年３月１日から当年２月末日までの実績をもって該当性を判断し、当年４月１日から翌年３月31日まで適用する。
※ 該当した場合であっても、直近３月間における実績により、50％を上回った場合には対象外とする。

薬局における対人業務の評価の充実⑤
薬剤服用歴管理指導料の特例

8

平成30年度診療報酬改定

出典︓診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度かかりつけ薬剤師調査）

薬局数 算定回数

薬剤服⽤歴管理指導料の特例 －
※平成30年度中は経過措置あり

－
※平成30年度中は経過措置あり

＜参考＞抽出調査の結果

薬局数（n=1,097）

薬剤服⽤歴管理指導料の特例
（令和元年６⽉時点）

5（約0.5％）

出典︓社会医療診療⾏為別統計（平成30年６⽉審査分）



再来局期限の短縮等により期待される効果（イメージ）

医療機関Ａ

医療機関B

○ 薬剤服⽤歴管理指導料の点数が低くなる来局期限を短くした場合、１つの薬局を利⽤する効果が期待される。
○ さらに、複数枚の処⽅箋の提出時の基本料の取扱いの⾒直しなどにより、患者が⽣活圏内の薬局を利⽤し、重複
投薬の解消等の有用性を実感することにより、薬剤師との関係性の構築等が期待される（右図）。

薬局c

仮に来局期限が５ヶ月よりも短くなった場合

①来局期限が短くなったこと
により高い点数になる

×

薬局a
（調剤基本料１

４１点）

薬局b
（調剤基本料１

５３点）

５か月ぶりに
受診

１か月ごとに受診

自宅

（イ）複数枚の処⽅箋を同時に薬局の提出した場合の基本料の
⾒直しによる同⼀薬局利⽤の利⽤促進

（ウ）⼿帳に普段利⽤する薬局名を記載することにより、医療機
関と薬局の連携のメリットを患者が享受

・患者が薬局での重複投薬の解
消等の有用性を実感し、薬剤師
との関係性の構築

・その結果、かかりつけ薬剤師・
薬局の普及推進が期待される

⽣活圏内の薬局を繰り返し利⽤
②医療機関Ｂの処方箋を
持って行くには遠い

9

（ア）１つの薬局を利
用するのであれば、
生活圏内の薬局の
方が便利



医療機関Ａ
薬局a

（調剤基本料１）

医療機関C

薬局c
（調剤基本料１）

処方箋

薬局b
（調剤基本料１）

医療機関B

慢性疾患等で
１か月ごとに受診

慢性疾患等で
３か月ごとに受診

５か月ぶりに再来局

３か月ぶりに再来局

１か月ぶりに再来局

いずれの場合も薬剤服⽤歴管理指導料の低い点数（41点）が算定される

薬剤服⽤歴管理指導料の算定例（イメージ）

お薬手帳

１つの薬局を利⽤する場合

急性疾患で
５か月ぶりに受診

医療機関Ａ

医療機関C

処方箋

薬局b
（調剤基本料１）

医療機関B

慢性疾患等で
１か月ごとに受診

慢性疾患等で
３か月ごとに受診

５か月ぶりに再来局

３か月ぶりに再来局

１か月ぶりに再来局

お薬手帳

急性疾患で
５か月ぶりに受診

複数の薬局を利⽤する場合

10
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同⼀薬局の利⽤推進について
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 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬剤服⽤歴管理指導料の点数が低くなる規定について、患者が同じ薬局を繰り返し利⽤することを推進する観
点から、再度の来局の期間を６ヶ⽉から⼀定程度短縮することとしてはどうか。

 中医協総会における指摘事項

○ 再来局の期間が短い⽅が調剤の確認等の負担が軽減されると思われるので、短縮するのであれば評価の⾒直し
も併せて確認すべき。また、集中率の⾼い薬局にますます集中しないよう実効性のあるものとすべき。

○ 再来局期間を短縮するのであれば、患者の来局頻度を分析し、期間を設定するべき。

○ 再来局期間の短縮が、患者にとって同⼀薬局を利⽤するインセンティブになるのか。53点から41点へ減算される
ことがいつもの薬局を利⽤することにつながるのか。

○ お薬手帳を持参した患者の割合が50%以下の薬局は薬剤服⽤歴管理指導料の特例として13点を算定する
が、このような薬局はどの程度存在するのか。その数が多くある場合、この点数について更なる⾒直しが必要ではな
いか。

【論点】

○ 薬剤服⽤歴管理指導料の点数が低くなる規定について、患者が同じ薬局を繰り返し利⽤することを推進する観
点から、患者の薬局の来局頻度を踏まえつつ、再度の来局の期間を６ヶ⽉から⼀定程度短縮することとしてはど
うか。



１．かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む対人業務
（１）同⼀薬局の利⽤推進
（２）対物業務から対人業務への構造的転換
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経済財政運営と改革の基本方針2019〜「令和」新時代︓「Society 5.0」への挑戦〜
（令和元年６⽉21日閣議決定）

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６⽉21日閣議決定）
(ⅳ)診療報酬・医薬品等に係る改革（抜粋）
調剤報酬について、2018年度診療報酬改定の影響の検証やかかりつけ機能の在
り⽅の検討等を⾏いつつ、地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価や、
対物業務から対人業務への構造的な転換の推進やこれに伴う所要の適正化等、
2020年度診療報酬改定に向け検討する。その際、医療機関及び薬局における調剤
の実態や報酬体系を踏まえ、調剤料などの技術料について、2018年度診療報酬改
定の影響や薬剤師の業務の実態も含めた当該技術料の意義の検証を⾏いつつ適正
な評価に向けた検討を⾏う。診療報酬等について、⾼齢者への多剤投与対策、⽣
活習慣病治療薬の費⽤⾯も含めた適正な処⽅の在り⽅については引き続き検討を
進める。
後発医薬品の使⽤促進について、安定供給や品質の更なる信頼性確保を図りつ
つ、2020年９⽉までの後発医薬品使⽤割合80％の実現に向け、インセンティブ強
化も含めて引き続き取り組む。
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１ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き⽅改⾰の推進【重点課題】
 医師等の⻑時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価

• 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組を推進。
• タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療を推進。
• 届出・報告の簡素化、⼈員配置の合理化を推進。

２ 患者・国⺠にとって⾝近であって、安⼼・安全で質の⾼い医療の実現
 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、対物業務から対⼈業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内
薬剤師業務の評価
• 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、服薬情報の⼀元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が⾏われるよう、かかりつけ
薬剤師・薬局の評価を推進。その際、薬剤調製などの対物業務から、薬学的管理などの対⼈業務への構造的な転換を推進するための所要の重点化と適
正化を⾏う。

• 院内薬剤師業務を適切に評価。

３ 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進
 質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保

• 患者の状態や、医療の内容、住まいの状況等を考慮し、効果的・効率的で質の⾼い訪問診療、訪問看護、⻭科訪問診療、訪問薬剤管理等の提供体
制を確保。

 地域包括ケアシステムの推進のための取組
• 医療機関間や医療機関と薬局等との連携、医科⻭科連携、医療介護連携、栄養指導など、地域包括ケアシステムの推進のための医師、⻭科医師、薬
剤師、看護師、管理栄養⼠等による多職種連携・協働の取組等を推進。

• 患者が安⼼・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や⽣活を継続できるための取組を推進。

４ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

• 後発品の使用促進について、「2020年９⽉までに後発品医薬品の使⽤割合を80%とし、できる限り早期に達成する」という目標を実現するための取組を
推進。また、バイオ後続品の使用促進の方策等について検討。

 医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進
• 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、薬剤耐性（AMR）や、適正使⽤のための⻑期処⽅の在り⽅への対応等、医薬品の効率的かつ安全で有効な使⽤を
推進。

• 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進。

令和２年度診療報酬改定の基本方針（主な薬局関連部分を抜粋）令和２年度診療報酬改定の基本方針（主な薬局関連部分を抜粋）
○ 基本方針では、薬剤調製などの対物業務から、薬学的管理などの対⼈業務への構造的な転換を推進するための所要の重点化と適
正化を⾏うことなどとされている。
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「薬中心の業務」

・処方箋受取・保管

・調製(秤量、混合、分割)

・薬袋の作成

・報酬算定

・薬剤監査・交付

・在庫管理

 医薬関係団体・学会等
で、専門性を向上するた
めの研修の機会の提供

 医療機関と薬局との間
で、患者の同意の下、検
査値や疾患名等の患者情
報を共有

 医薬品の安全性情報等の
最新情報の収集

「患者中心の業務」

・処方内容チェック

(重複投薬、飲み合わせ)

・医師への疑義照会

・丁寧な服薬指導

・在宅訪問での薬学管理

・副作用・服薬状況の

フィードバック

・処方提案

・残薬解消

「患者中心の業務」

「薬中心の業務」

薬中心の業務

薬中心の業務

患者中心の業務 患者中心の業務

平成27年10月23日
厚生労働省公表資料改変

～対物業務から対人業務へ～

「患者のための薬局ビジョン」〜「⾨前」から「かかりつけ」そして「地域」へ〜

○かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて○かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて

15
※⾚枠及び⻘枠は医療課によるもの

専門性＋コミュニケーション
能力の向上



令和２年度改定に向けた検討状況（調剤料①）

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86

処方箋の受付、保険証の確認

患者情報等の確認
お薬手帳の確認

後発医薬品の希望の有無の確認
薬剤服用歴（薬歴）の確認 等

処方内容の確認

薬剤の調製・取りそろえ

最終監査

調剤した医薬品の（ア）薬剤情報提供、（イ）服薬指導
薬剤の交付

会計

調剤録・薬歴の作成

医
療
機
関

①

②

④

⑤

⑥

⑦

調剤設計③ 確
認
結
果
を
活
用

問合わせ
（疑義照会を含む）

処⽅変更等

○ 内服薬の調剤料は投与⽇数により、５点（１⽇分の調剤）から86点（31日分以上の調剤）まで変動
する。薬局の調剤業務の内容を踏まえつつ、調剤料をどのように⾒直していくべきか。

○ 調剤技術料に占める調剤料の割合は⼤きく、調剤料の⾒直しによる薬局への影響は⼤きい。このことを踏ま
え、対物業務から対人業務への転換をどのように進めていくべきか。

調剤料

処方内容の確認、医
師への問合せ（疑義
照会を含む）、薬剤
調製、調剤録の作
成・保存等の業務に
係る技術料

内服薬１剤の場合
①処⽅⽇数︓１⽇〜１４日

１⽇〜 ７日
８⽇〜１４⽇

5点／１日
4点／１日

②処⽅⽇数︓１５日〜２１⽇
③処⽅⽇数︓２２日〜３０⽇
④処⽅⽇数︓３１⽇〜

67点（定額）
78点（定額）
86点（定額）

○ 薬局での調剤業務の流れ

 中医協での論点（薬局における調剤業務という視点での検討（令和元年9月25日））

○ 調剤料（内服薬）について

⇒調剤料には薬剤調製・取りそろえだけでなく、処⽅内
容の確認、医師への問合せ等の業務も含まれる。

⻘枠部分︓主に｢調剤
料｣で評価している部分
緑枠部分︓主に｢薬学
管理料｣で評価している
部分
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令和元年11月14日
経済・財政一体改革推進委員会
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重複投薬の防止
重複投薬・相互作用等防止加算
（残薬調整以外︓40点・残薬調整︓30点／１回
につき））
処方医に対して照会を⾏い、処⽅変更が⾏われた場
合に算定

薬学管理料における主な評価

 薬剤服⽤歴管理指導料（41点又は53点/１回につき）
○ 薬剤の基本的な説明

薬歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明
（薬剤の名称、形状、⽤法・⽤量、効能・効果、副作⽤・相互作⽤、服⽤及び
保管上の注意事項等）を⾏う。

○ 患者への必要な指導
患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等を踏まえ、投与さ
れる薬剤の適正使⽤のために必要な服薬指導を⾏う。
※手帳を用いる場合は、調剤を⾏った薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の
名称、③⽤法・⽤量等を記載する。

○ 薬歴への記録
①患者の基礎情報、②処方及び調剤内容、③患者の体質・生活像・後発医

薬品使用に関する意向、④疾患に関する情報、⑤併用薬に関する状況、⑥服薬
状況（残薬を含む）、⑦服薬中の体調の変化等を記載する。

医療機関への情報提供
服薬情報等提供料１（30点／月１回まで）
医療機関の求めがあった場合に医療機関に必要な
情報を文書により提供

残薬への対応
外来服薬⽀援料（185点／月１回まで)
①自己による服薬管理が困難な患者に対し、一包化
や服薬カレンダー等を⽤いて薬剤を整理

②患者が保険薬局に持参した服⽤薬の整理等の服
薬管理を実施（いわゆるブラウンバッグ運動）

基本的な服薬指導基本的な服薬指導

ポリファーマシー対策
服⽤薬剤調整⽀援料（125点／月１回まで）
薬剤師が処⽅医に減薬の提案を⾏い、処⽅薬が減
少した場合に算定

乳幼児（６歳未満）に対する服薬指導
乳幼児服薬指導加算 （12点／１回につき）

乳幼児に対し、服⽤に関して必要な指導を⾏い、かつ、当該内容を⼿帳に記載

ハイリスク薬に対する管理指導
特定薬剤管理指導加算 （10点／１回につき）

ハイリスク薬の服⽤及び保管の状況、副作⽤の有無等を確認し、薬学的管理・指導

麻薬に対する管理指導
⿇薬管理指導加算 （22点／１回につき）

⿇薬の服⽤及び保管の状況、副作⽤の有無等を確認し、薬学的管理・指導

17



吸入薬の服薬指導について

18

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

① 初めて吸⼊薬を使⽤する喘息患者や処⽅薬が変更になった喘息患者等に対して、デモ機も⽤いつつ、必要な
吸入指導を⾏った場合の評価

 中医協総会における指摘事項

○ 初めて吸入薬を使用する場合、医師自らが患者に説明するか、薬剤師から指導するよう薬局へ指示するのが通
常。疾患の治療の責任は医師にあり、薬剤師が気づいた点を医師に知らせた上で実施されるべきではないか。

○ 吸入器の指導は既に多くの薬局で実施されており、改めて評価するべきものではないのではないか。

○ 仮に評価するのであれば、患者の理解度が低い場合、患者から申出があった場合、医師が薬剤師に対して指示
して実施した場合であれば理解できる。

○ 医療機関と薬局で２回説明があった場合に薬局での患者負担が増えることには違和感がある。
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○ 吸⼊喘息治療薬等の吸⼊指導は、患者に合うデバイスの選択と吸⼊⼿技の指導が重要であり、薬剤師はチェック
リストを用いた誤操作の点検や実技指導等の吸入手技の指導を実施する重要な担い手である。

吸⼊療法の進め方

 吸⼊⼿技の不良は喘息コントロールの不良、増悪リスクや副作⽤の増加につながる。
 吸⼊指導の重要な担い⼿は薬剤師であり、適切な病薬連携が吸⼊指導の成功の鍵を握る。
 コントロールが良好でなく、治療ステップアップを考慮する際や増悪歴のある患者には服薬アドヒヤランス
とともに吸入手技を点検する。

吸⼊薬による治療⽅針の決定

デバイスの選択と吸入指導

治療の継続またはステップダウン 治療のステップアップ

再指導

Yes

吸入薬の吸入手技の指導等について吸入薬の吸入手技の指導等について

コントロールは良好か︖
No 吸⼊⼿技は正しいか︖

服薬アドヒアランスは良好か︖
No

Yes

 チェックリストを用いた誤操作の点検
 実技指導（口頭指導のみは避ける）
 再指導による修正、確認

アレルギー総合ガイドライン2019 成人喘息 「4.吸入指導」より抜粋

吸入手技の指導
薬剤師

出典︓アレルギー総合ガイドライン2019 成人喘息（日本アレルギー学会）より医療課が作成

中医協 総－２

元 ． 1 2 ． ４
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薬剤師による吸入薬の吸入指導の手順について薬剤師による吸入薬の吸入指導の手順について

①薬の準備 ・ キャップを回して外す
・ カウンターで残量を確認する
・ 吸⼊器をまっすぐに⽴て、⾊つきの回転グリップを、クルッと
右方向に確実に止まるまで回す
・ 止まったら逆方向（左）に、カチッと音がするまで戻す

②息吐き 無理をしない程度に⼗分に息を吐き出す

③吸入 吸入口をくわえ、深く息を吸い込む

④息止め 吸⼊⼝から⼝を離し、５秒間息を⽌める

⑤息吐き 息をゆっくり吐き出す

⑥後片付け 使用後はキャップをする

⑦うがい 吸入後は、必ずうがい（ガラガラ・ブクブク）を各３回する

吸⼊⼿順（タービュヘイラーの例）

○ 吸入薬の吸入指導は、処方されたデバイスで正しく吸入できるかの確認から始まり、それぞれのデバイスの操作方法
に応じた吸入手順で指導する必要がある。

○ 治療効果の向上や副作⽤の回避のためには、正しい⼿技で吸⼊する必要がある。

出典︓群⾺県薬剤師会 吸⼊薬の標準吸⼊⼿順より医療課が作成 https://www.gunyaku.or.jp/public/kyuunyuu/index.html

※始めに、吸入操作練習用具（笛付）でホイッスル音を確認

ホイッスル⾳が鳴ると、ちょうど良い
吸⼊速度。
鳴らない時は、吸⼊速度が⾜り
ないので疑義照会が必要。

回転グリップを回す際、吸入口を
持つと薬剤が充填されないため、
本体中央部を持って回転グリップを
回すよう指導。

息吐きをしないと吸入が十分に
できないため、十分に息吐きする
よう指導。

気道への薬剤沈着率を⾼める
ため、無理のない程度に息⽌めを
するよう指導。

口腔カンジダや嗄声などの副作用を
防止するため、吸入後にうがいをす
るよう指導。

吸入指導のポイント

中医協 総－２

元 ． 1 2 ． ４



喘息患者等に対する吸入薬の指導に係る要件等（イメージ）

②フィードバック
（手帳、文書等）

①吸入指導指示

医療機関

対象患者 実施内容 算定可能な場合 医療機関との情報共有

①喘息患者
②慢性閉塞性肺疾患
（COPD）患者

※ 喘息患者数︓
121.1千人（外来）

※ COPD患者数︓
17.6千人（外来）

●文書を用いた説明
●デモ機等の練習資材を用い
た実技指導

※ ⽂書のみの指導は算定不可

①医師からの指示があった場合 お薬手帳や文書等により処方
医にフィードバック

②患者又はその家族から申し出
があり、医師の了解を得て⾏
う場合

患者

①患者・家族からの申出
（医師の了解）

要件の方向性（イメージ）

21

※出典︓平成29年患者調査

吸入指導
（デモ機等を用いて実施）

薬局



吸入薬の服薬指導について

22

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

① 初めて吸⼊薬を使⽤する喘息患者や処⽅薬が変更になった喘息患者等に対して、デモ機も⽤いつつ、必要な
吸入指導を⾏った場合の評価

 中医協総会における指摘事項

○ 初めて吸入薬を使用する場合、医師自らが患者に説明するか、薬剤師から指導するよう薬局へ指示するのが通
常。疾患の治療の責任は医師にあり、薬剤師が気づいた点を医師に知らせた上で実施されるべきではないか。

○ 吸入器の指導は既に多くの薬局で実施されており、改めて評価するべきものではないのではないか。

○ 仮に評価するのであれば、患者の理解度が低い場合、患者から申出があった場合、医師が薬剤師に対して指示
して実施した場合であれば理解できる。

○ 医療機関と薬局で２回説明があった場合に薬局での患者負担が増えることには違和感がある。

【論点】

○ 丁寧な服薬指導を推進する観点から、喘息患者及びCOPD患者について、医師の求めがあった場合や患者等
の申し出があって医師に了解を得た場合に、デモ機等を⽤いて吸⼊指導を⾏った場合を評価してはどうか（お薬
手帳や文書等により結果を処方医に報告）。



簡易懸濁法の説明・指導について

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

② 簡易懸濁法を開始等する在宅患者に対し、医師や家族等からの依頼に基づき、薬剤師による薬剤選択の提
案、家族等に対し簡易懸濁法の説明・指導を⾏った場合の評価（必要に応じて患者の状況等を医師や看護師
等に情報提供）

 中医協総会における指摘事項

○ 退院後に簡易懸濁法による投与を⾏うことが決まっていれば、医療機関でその投与⽅法を予め伝えることとなる。

○ 在宅医療の現場では簡易懸濁法が既に実施されている場合もあると思われ、新たな評価とすることには疑問。
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経管投与患者に対する対応①（簡易懸濁法）

24

○ 経管投与患者に対し、簡易懸濁法により薬剤投与が実施されている場合がある。
○ 簡易懸濁法には、治療薬選択範囲の拡⼤、薬剤によるチューブ閉塞の防⽌、配合変化の回避等のメリットがある。

簡易懸濁法とは

錠剤粉砕・カプセル開封をせずに、投与時にお湯（約55℃）に入れて崩壊・懸濁を待ち（10分程度）、
経管投与する方法。

お湯に入れてこの状態にしてお湯に入れてこの状態にして
投与するのが簡易懸濁法

徐放性製剤などを除き、多くの錠剤
は消化管内で崩壊・懸濁する。

簡易懸濁法のメリット

① 治療薬選択範囲の拡⼤
錠剤・カプセル剤の中で、簡易懸濁法で経管投与できる薬品は約91％
と多く、治療の幅を広げることができる。（粉砕法では約58％）

② 患者QOL低下の防止・向上、医療者の負担の軽減
各薬剤の簡易懸濁時のチューブ通過性データがあるため、薬剤による
チューブ閉塞が防⽌でき、患者QOLの向上や医療者の負担軽減につなが
る。また、簡易懸濁法では細いチューブも利⽤できるため、患者QOLの向
上につながる。

③ 医薬品の安定性保持
投与直前まで製品包装のまま保管でき、薬剤の安定性が確保できる。
（粉砕では、製品包装から取り出し、粉砕後に再分包が必要）

④ 配合変化の回避
錠剤のまま保管するため、保存期間中の配合変化を回避できる。
（複数の薬剤を粉砕・混合した場合は、保管期間中に配合変化を
起こす薬剤もある）

⑤ リスクマネジメント
錠剤を識別コードで確認することでき、誤投与のリスクを回避できる。
（粉砕は粉末になるので鑑査が困難）

⑥ 経済効果
錠剤のまま調剤するため、中止・変更があった場合、薬品ごとに対応が
可能である。（粉砕では粉末を混合するので、特定の薬剤のみを中止・
変更することは困難で再調剤が必要）

昭和大学薬学部教授 倉田なおみ氏 提供資料を⼀部改編

中医協 総－２

元 ． 1 2 ． ４



②在宅で簡易懸濁法の
手技等を説明

③患者等の状況の
報告

①薬剤選択の相談・
提案

簡易懸濁法の服薬指導のイメージ

25

○ 簡易懸濁法を実施する患者に対して、医療機関及び薬局の薬剤師は、①最新のデータに基づいた医師への薬剤
選択の提案、②家族・介助者等に対する簡易懸濁法の説明・指導等を⾏っている。

「退院後」に簡易懸濁法を開始する場合

粉砕法で投与

医師・薬剤師・看護師等 家族・介護者等

状況のモニタリング

薬局薬剤師

（看護師等に簡易懸濁
法の手技等を説明）

医師・看護師等

「⼊院中」に簡易懸濁法を開始する場合

①薬剤の選択、投薬等

（必要に応じて簡
易懸濁法の⼿技等
を説明） （必要に応じて簡易懸濁

法の手技等を説明）

③⼊院中の簡易懸濁法について情報提供

（必要に応じて薬剤選
択の相談・提案）

状況のモニタリング

医師・薬剤師・看護師等

②簡易懸濁法の
手技等を説明

薬局薬剤師家族・介護者等 医師・看護師等

簡易懸濁法
で投与

退院後（在宅）︓家族、看護師等が投与⼊院中︓医療従事者が投与

※退院時に必要な情報は別途伝達
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○ 保険医療機関が、患者の⼊院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対し
て入院中に使用した主な薬剤の名称（副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を
含む。）に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の
薬剤の服⽤等に関する必要な指導を⾏った場合に、退院の日に１回に限り算定する。

退院時薬剤情報管理指導料 ９０点

B014 退院時薬剤情報管理指導料

退院時の薬剤情報の情報提供に関する診療報酬上の評価について

177,742 182,526 192,026
214,810

241,876

0

100,000

200,000

300,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

退院時薬剤情報管理指導料の算定回数

出典︓社会医療診療⾏為別統計（各年６月審査分）



簡易懸濁法の説明・指導について

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

② 簡易懸濁法を開始等する在宅患者に対し、医師や家族等からの依頼に基づき、薬剤師による薬剤選択の提
案、家族等に対し簡易懸濁法の説明・指導を⾏った場合の評価（必要に応じて患者の状況等を医師や看護師
等に情報提供）

 中医協総会における指摘事項

○ 退院後に簡易懸濁法による投与を⾏うことが決まっていれば、医療機関でその投与⽅法を予め伝えることとなる。

○ 在宅医療の現場では簡易懸濁法が既に実施されている場合もあると思われ、新たな評価とすることには疑問。

27

○ 退院後に簡易懸濁法を新たに開始する患者に対して、医師の求めがあった場合や家族等の申し出があって医
師に了解を得た場合に、薬局において薬剤選択の提案、家族等に対し簡易懸濁法の説明・指導を⾏った場合
を評価してはどうか。

【論点】



糖尿病患者等に対する調剤後のフォローアップについて

28

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

③ 糖尿病等の患者であって、処⽅薬の種類や⽤法・⽤量等が変更になった場合について、調剤後に電話等により
服⽤上の注意等についてあらためて指導等を⾏った場合（必要に応じて結果を処⽅医に情報提供）

 中医協総会における指摘事項

○ 糖尿病患者への指導は医療機関で⾏うことが必要であり、電話等を⽤いて薬局が⾏うことの評価は、⾮常に疑
問であり、必要ないと考える。

○ 昨今では低⾎糖を起こしにくい薬剤を処⽅することが増えているが、実態として低⾎糖の患者がどの程度増えてい
るのか。また、処方変更後に薬局が電話等で必ず確認し、指導を⾏うとした場合、どのくらいの数になるのか。

○ 調剤する時点で薬剤師が既に取り組んでおり、改めて評価することには違和感がある。
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薬局での調剤後の継続的な服薬状況等の確認の状況

令和元年7月１ヶ月間における患者へのフォローアップ回数

9%

38%

30%

25%

28%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

その他

残薬の解消のために処⽅内容が変更

された患者への服薬状況の確認

薬剤の種類数⼜は投与量が減少した

患者への状況確認

糖尿病患者の重症化予防のための指

導

抗がん剤の副作用の把握

麻薬を処方された患者に対する効

果、副作用、残薬の確認

N=909

57% 21% 6% 3%

2%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０回
１〜４回
５〜９回
10〜14回
15回以上
無回答

32%

87%

60%

59%

63%

73%

72%

15%

21%

10%

13%

13%

21%

0% 50% 100%

その他

残薬の解消のために処⽅内容が変更さ

れた患者への服薬状況の確認

薬剤の種類数⼜は投与量が減少した患

者への状況確認

糖尿病患者の重症化予防のための指導

抗がん剤の副作用の把握

麻薬を処方された患者に対する効果、副

作用、残薬の確認

電話

FAX

電子メール

ショートメッ

セージ
SNS

訪問*

その他**

無回答

○ 調剤後の患者への服薬状況の確認等を実施している薬局は、１ヶ月間では約30％であった。
○ これまでに実施したことのある患者への調剤後の継続的な服薬状況等の確認（フォローアップ）としては、処⽅内容が変更された患
者に対するものが多かった。患者への確認方法は電話によるものが多かった。

○ 具体的に実施されたフォローアップの内容としては、①薬剤の種類数⼜は投与量が減少した患者への状況確認②残薬解消のために
処⽅内容が変更された患者への服薬状況の確認等が⾏われていた。

N=907

これまでに実施した調剤後の患者へのフォローアップの内容及びその方法

*在宅患者訪問薬剤管理指導料⼜は居宅療養管理指導費を算定する場合を除く
**その他として、訪看を通じて確認、家族に聞き取りを⾏うなどがあげられた。出典︓薬局の機能に係る実態調査（令和元年度医療課委託調査)速報値

中医協 総－２

元 ． 1 2 ． ４



糖尿病患者等に対する調剤後のフォローアップについて糖尿病患者等に対する調剤後のフォローアップについて

○ 重症低血糖に影響した要因として、「⾷事の内容・タイミングの不適合」が約４割、「薬剤の過量もしくは誤投与」が
約３割であった。

○ 原因薬剤としては、インスリンやSU剤が多かった。

出典︓Namba M. et al., J. Japan Diab. Soc. 60(12): 826-842, 2017 30

重症低血糖に影響した要因（医師の判断） ２型糖尿病患者の重症低⾎糖の原因薬剤

40%

27%

11%

8%

4% 10% ⾷事の内容・タイミングの不適合

薬剤の過量もしくは誤投与

シックデイ

アルコール多飲

過剰な運動

その他 60.8%

33.1%

1.7%

1.5%
0.2% 0.2% 2.5%

インスリン群

SU剤群

DPP-4阻害薬

グリニド薬

αGI薬

ビグアナイド薬

薬なし

■ 糖尿病治療に関連した重症低⾎糖の調査委員会報告（⽇本糖尿病学会）より抜粋

N=798 N=480



糖尿病患者に対する調剤後のフォローアップに係る要件等（イメージ）

③フィードバック
（手帳、文書等）

①医師の指示
退院時共同指導時に依頼

医療機関

対象患者等 実施内容 算定可能な場合 医療機関との情報共有

①糖尿病患者
※ 糖尿病患者数︓

224.0千人（外来）

②対象薬剤︓
インスリン、SU剤

調剤後に電話等により、服薬指
導を⾏うとともに、服薬状況及
び副作用の有無等の確認

①医師からの指示があった場合 お薬手帳や文書等により処方
医にフィードバック

②患者又はその家族から申し出
があり、医師の了解を得て⾏
う場合

③退院時共同指導料を算定す
る患者の共同指導時に関係
者から依頼があった場合

薬局

要件の方向性（イメージ）

31

①患者・家族からの申出
（医師の了解）

※出典︓平成29年患者調査

②フォローアップ
（電話、訪問等）

⾃宅



糖尿病患者等に対する調剤後のフォローアップについて

32

 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

③ 糖尿病等の患者であって、処⽅薬の種類や⽤法・⽤量等が変更になった場合について、調剤後に電話等により
服⽤上の注意等についてあらためて指導等を⾏った場合（必要に応じて結果を処⽅医に情報提供）

 中医協総会における指摘事項

○ 糖尿病患者への指導は医療機関で⾏うことが必要であり、電話等を⽤いて薬局が⾏うことの評価は、⾮常に疑
問であり、必要ないと考える。

○ 昨今では低⾎糖を起こしにくい薬剤を処⽅することが増えているが、実態として低⾎糖の患者がどの程度増えてい
るのか。また、処方変更後に薬局が電話等で必ず確認し、指導を⾏うとした場合、どのくらいの数になるのか。

○ 調剤する時点で薬剤師が既に取り組んでおり、改めて評価することには違和感がある。

○ 重症低血糖の原因薬剤がインスリンやSU剤であるとの報告を踏まえ、これらの薬剤の適正使用を推進する観
点から、医師が必要と認め、当該医師の指示があった場合や患者等の申し出があって医師に了解を得た場合
に、調剤後に電話等により服⽤上の注意等についてあらためて指導等を⾏った場合について評価することとしては
どうか（お薬手帳や文書等により処方医にフィードバック）。

【論点】



血液・生化学的検査の結果の活用について
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 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

④ 患者の⾎液・⽣化学的検査の結果を活⽤し、医師への疑義照会により、患者の処⽅薬の⽤法・⽤量の最適
化が⾏われた場合の評価の拡充

 中医協総会における指摘事項

○ 医療機関におけるチーム医療と同等レベルで、薬局の薬剤師に対して処方医及び患者からの信頼がなければ、
適正化はなし得ない。

○ 医師への疑義照会による処⽅変更については、調剤報酬で評価されており、患者から提供された検査結果を
「活用する・活用しない」で区別する必要はないと考える。
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医療機関と薬局の連携による⽤法・⽤量の最適化（⾎液・⽣化学的検査の結果の活⽤）

○ 複数の医療機関を受診する患者について、患者の同意の下、薬局で患者の⾎液・⽣化学的検査の結果を確認
し、医療機関に必要な情報を共有しつつ、処⽅薬の⽤法・⽤量の確認等を⾏うことにより、患者の処⽅薬の⽤法・
⽤量の最適化が図られることが期待される。

陳旧性⼼筋梗塞、
慢性⼼不全で定期的に
診察

尿路感染症で診察

①患者が処方箋とともに血液
検査値等の結果を提示

臨床検査値
・Cr値︓1.5
・eGFR︓37.8

患
者
が
利
用
す
る
薬
局

②患者の同意を得て、
血液検査値等の結果等
に基づいた処方内容の
ダブルチェック等

③患者が処方箋を持参 ④血液検査値等の結果等
に基づいた⽤法・⽤量等
の確認
※ 患者が医療機関に⾎液検査
値等の提供をしていない場合

⑤必要に応じて、血液検査値等
の結果等を処方医に共有し、
処方薬の⽤法・⽤量を最適化

臨床検査値
・Cr値︓1.5
・eGFR︓37.8

処⽅医療機関において⾎液・⽣化学的検査を実施している場合

処⽅医療機関において、⾎液・⽣化学的検査を実施していない場合

※ 必要に応じて、
血液検査値等を確認

医療機関B

医療機関A

アスピリン腸溶錠100mg 1錠
クロピドグレル錠75mg 1錠
ランソプラゾール錠15mg 1錠
フロセミド錠20mg 1錠
1日1回 朝食後 60日分

レボフロキサシン錠500mg 1錠
1日1回 朝食後 7日分

中医協 総－２

元 ． 1 2 ． ４



薬局における血液・生化学的検査の結果の活⽤（中国労災病院の例）薬局における血液・生化学的検査の結果の活⽤（中国労災病院の例）

○ ⾎液検査等の結果に基づいた疑義照会の内容は、腎機能に基づく投与量の減量・中⽌の提案が最
も多く、約６割で投与量の変更等があった。

出典︓野⼝ら., 日本病院薬剤師会雑誌 Vol.54, No.5; 2018を基に医療課が作成 35

血液検査等の結果に基づいた疑義照会内容 腎機能に基づき投与量提案された薬効分類等

疑義照会内容
疑義照会件数

（処⽅変更件数︔割合）

腎機能に基づく投与量の減量・
中止の提案

37
（21︔56.8％）

薬剤性横紋筋融解症の確認
（クレアチニンキナーゼ異常値）

5
（0︔0％）

ワルファリン減量提案
（PT-INR高値）

1
（0︔0％）

その他
2

（0︔0％）

薬効分類 提案件数 変更件数

抗菌薬 11 7

糖尿病治療薬 ８ 3

胃酸分泌抑制薬
（H2阻害薬）

4 3

⾼尿酸⾎症治療薬 4 1

抗ヒスタミン薬 3 3

前⽴腺肥⼤治療薬 2 2

⾻粗鬆症治療薬 1 1

その他 ４ 1
中国労災病院での平成27年７⽉〜11月の合計



保険医療機関と保険薬局の連携状況

○疑義照会に検査値等を活用した経験があると回答した薬局は約30％であった。

疑義照会に検査値等を活用した経験の有無 疑義照会に活用したことがある検査値等の種類（複数回答）

30.3

67.7

ある ない

2.8 4.3 2.5
7.0 7.5

1.0

30.2
37.4

12.49.8
17.216.6

25.6

50.3

6.7 6.2

26.3

4.1
0.0

0.0

20.0

40.0

60.0

今後、検査値等の情報提供の必要性の有無 今後、情報提供が必要と思う検査値等の種類（複数回答）

87.4

10.1

ある ない

38.041.3
28.0

58.658.0

23.3

57.359.0

44.3
51.5

44.1
55.9

86.7

48.4

26.523.4

66.8

10.9
2.2

0.0

50.0

100.0

平成29年度医療課委託調査（薬局の機能に係る実態調査）

N=56,966
(%)

(%)

中 医 協 総 － ３

２９．１２．１５（改）
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49.6

12.6

71.8

6.8

6.3

53.7

4.5

0.4

0 20 40 60 80 100

飲み合わせのリスクが減る

薬の種類が減る

薬について、丁寧に説明してもらえる

薬にかかる費用負担が減る

内服する薬の種類が少なくなる

薬についての理解が深まる

その他

無回答

ｎ＝490

はい

92.7％

いいえ

5.6％
無回答

1.7%

ｎ＝528

65.4％

14.9％

16.9％

31.0％

85.1％

80.4％

3.6％

0.0％

2.7％

0 50 100

③検査結果を踏まえた

内服時の注意点の説明

②薬の量の変更

①薬の種類の変更

ある

ない

無回答

ｎ＝528

ｎ＝1,225

ある

43.1％ない

56.9％

(％)

(％)

出典︓薬局の機能に係る実態調査（平成30年度医療課委託調査)

はい

47.6%
いいえ

47.6%

無回答

4.8%

ｎ＝697

血液・⽣化学的検査の活⽤に関する患者の意識

○ 直近１年間に⾎液検査等の結果をもらったことがある患者に対する調査では、約４割がこれまでに薬局に検査結果を⾒せた経験
がある。

○ 薬局での検査結果の活用としては、「検査結果を踏まえた内服薬の注意点の説明」が約65%で、薬の種類や量の変更があったの
は15％程度であった。

○ 検査値を提供した患者では、引き続き検査結果を提供したいとの回答が多かった。

これまでに測定結果を薬局の薬剤師に⾒せたことはあるか
※直近1年間で、⾎液検査など、医療機関で測定した検査の結果をも

らったことはあると回答した患者を対象

今後測定結果を提示したいか 引き続き検査結果を提供したいか

検査結果により薬局薬剤師によって⾏われた対応

引き続き検査結果を提供したい理由（複数回答）
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血液・生化学的検査の結果の活用について
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 中医協での論点（令和元年12月４日）

○ 薬局での業務の実態等を踏まえ、以下の取組を評価をすることについてどう考えるか。

④ 患者の⾎液・⽣化学的検査の結果を活⽤し、医師への疑義照会により、患者の処⽅薬の⽤法・⽤量の最適
化が⾏われた場合の評価の拡充

 中医協総会における指摘事項

○ 医療機関におけるチーム医療と同等レベルで、薬局の薬剤師に対し、処⽅医及び患者からの信頼がなければ、
適正化はなし得ない。

○ 医師への疑義照会による処⽅変更については、調剤報酬で評価されており、患者から提供された検査結果を
「活用する・活用しない」で区別する必要はないと考える。

○ 医療機関と薬局が連携しつつ、複数の医療機関を受診する患者の⾎液検査等の結果を処⽅医に共有し、処
⽅薬の⽤法・⽤量を最適化する取組を推進する観点から、患者の意識調査の結果も踏まえつつ、⾎液検査値
等の活⽤により処⽅内容が変更となった場合の評価を拡充することとしてはどうか。

【論点】


